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監査報告 

 

 

第１　準拠基準　 

　　　五所川原市監査基準 

 

第２　監査の種類 

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づく定期監査（財務監査） 

 

第３　監査の対象 

　　　○経済部 

農林政策課、農村整備課、商工観光課（消費生活センター含む） 

地域物産振興課 

　　　○教育委員会　 

教育総務課、社会教育課、スポーツ振興課、学校教育課、中央公民館 

　　　　学校給食センター、図書館、小・中学校 

 

第４　監査の着眼点 

（１）収入・支出に係る事務処理、書類の保管が適正に行われているか 

（２）契約事務の執行が適正に行われているか 

　　　（３）公金の管理が適正に行われているか 

　　　（４）関係事務が法令・条例等に基づき適正かつ効率的に行われているか 

 

第５　監査の実施内容　 

令和６年度において執行された財務に関する事務について実施した。監査に

あたっては、実施通知により関係書類及び諸帳簿等の提出を求め、内容を調査

照合するとともに、不明な点については担当職員から説明を聴取して行った。 

 

第６　監査の期間 

　　　令和７年１０月２７日から令和８年２月９日まで 

 

第７　監査の結果 

上記のとおり監査した限りにおいて、概ね適正に行われていると認められ 

た。監査の過程で確認された軽微な事項については、所管課に対し口頭で改 

善、検討を要望した。


